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「所得連動返済型の無利子奨学金制度」について 

 

 日頃は本校の教育に御理解・御協力をいただきありがとうございます。 

 さて、日本学生支援機構奨学金の申し込みはすでに受け付けを終了していま

したが、平成24年度における新たな制度の通知が届きました。 

 つきましては、制度概要等は下記のとおりとなりますので、希望される方は

海洋高校事務室まで御連絡ください。 

 

 

記 

 

 

１ 制 度 概 要 

  本制度は、低所得世帯の生徒等を対象とし、無利子奨学金(第一種奨学金)

の貸与を受けた本人が、貸与終了後に一定の収入を得るまでの間は返済期限

を猶予するものです。（裏面イメージ図を御参照ください。） 

  なお、本制度は、将来的に、社会保障・税番号制度を活用した所得連動返

済型に移行する可能性がありますので御了承ください。 

 

２ 対 象 者 

（１）平成 24年度以降の第一種奨学金採用者 

   ( 第一種奨学金に係る人物、健康、学力[評定平均 3.5 以上]及び家計の

それぞれの基準を満たす必要があります。 ) 

 

（２）家計支持者の所得金額(父母共働きの場合は父母の合計額)が以下の場合 

  ア 給与所得のみの世帯  年間収入金額 300万円以下 

  イ 給与所得以外の世帯  収入金額から必要経費(控除分)を差し引いた

金額 200万円以下 

 



３ 申 込 方 法 

（１）すでに奨学金の申し込み手続きを行い採用候補者となっている場合 

   今回の追加受付は対象外となります。 

   ただし、４月以降進学先で手続きが可能ですので以下の表を参照してい

ただき、準備をお願いします。 

第一種奨学生採用候補者 

となっている場合 

(併用貸与候補者を含む。) 

 日本学生支援機構において制度の基準を満た

すかどうかの認定を審査し、基準該当者には、

進学後、進学先の学校を通じて通知がありま

す。 

第二種奨学生採用候補者 

となっている場合 

 希望される方は４月以降に進学した学校で、

進学先の在学採用としてこの制度へ申し込むこ

とができます。 

 

 

（２）上記（１）以外の場合 

   書類を揃える必要がありますので速やかに御連絡ください。 

   ※ 申し込みは４月以降に進学した学校で申し込むこともできます。 

 

 

４ 申 出 期 限  平成 24年１月 20日(金) 

        ※ 書類を揃える必要がありますので速やかに申し出てください。 

 

５ そ の 他 

  御不明な点や御質問等がございましたら、海洋高校事務室担当まで御連絡

ください。 

 

 

担 当 事務室 松井 

電 話 0772-25-0331 
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